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学内、研究所内の
　　相談窓口は…… こちら

このスペースは大学、研究機関の窓口の提示にお使いください。
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遺伝研ABS学術対策チームまでご相談下さい。

国立遺伝学研究所
ABS学術対策チーム

次のような行為が
リスクになります。

生物多様性条約発効日（1993年12月29日）以降に取得された生物サンプルの研究利用には、
生物多様性条約・名古屋議定書、提供国の法令・ルールに従う必要があります。


